
 

 

 

平成２４年度 事業報告 

 

 平成２４年度は、国内・国外共に大きな難題が発生した年でした。 

 欧州での通貨危機、中国との尖閣列島問題、アルジェリアでの日本人に対す

るテロなどは、我が国経済に対しても影響を与えています。 

 国内では、１２月の総選挙で、３年３ヶ月に亘る民主党政権が終わり、自民

党が勝利をおさめ新政権が発足しました。 

 新政権に対する期待感もあり、円の対ドル相場は６ヶ月で円安が２０円も進

み、一時は１０２円台までなり、株高も進行し日経平均株価の上昇率は７割に

達し、１万５千円を突破しています。 

また、緊急経済対策を柱とした１２年度補正予算と合わせた１３年度予算も

５月１５日に成立し、景気回復に向けた政策が実施されているところです。 

 しかし、東日本大震災の復興事業の進捗状況、消費税の増税、原発に係る諸

問題等もあり、その効果はまだ確実なものとはなっていない状況にあります。 

 当協議会におきましては、平成２３年度から各構成団体の負担の軽減と経費

の削減に向け取り組んできました。 

 その内容として、①各団体の負担金を約半減しました。②事務局長の退職に

伴う後任人事として、宅建協会事務局長を兼務としました。③事務局を３階か

ら２階へ移動しました。④さらに事業の縮小などを行ってきました。 

 しかし、その反動も大きく、２年目の平成２４年度の予算編成時点から、す

でに赤字予算の計上となっています。 

 このままでは、繰越金もあと数年で底を突く状況となっています。 

 また、日常の業務においても、事務局長は宅建協会との兼務のため、公取協

の業務に専念することが出来ず、一般会員からの広告、チラシ等に対する相談

業務、チェック等が必ずしも十分に対応できない状況が生まれています。 

 限られた予算ではありますが、今回初めて公取協独自の啓蒙パンフを作成し、

平成２４年５月に改正された新規約と併せて全会員に配布しました。 

 さらに、宅建協会の組織変更に伴い事務局が手狭になったこともあり、公取

協事務局を平成２４年１１月に３階に再移動しました。 

 これらの状況から、本来の公取協の役割を果たし、会員サービスの向上を目

指すためにも、財務関係の見直しと、組織体制の強化が急務となっています。 

 このため、平成２４年１０月の三役会におきまして、構成団体の会費の値上

げをさせていただくことが了承されました。 

 この一年間、必ずしも十分な体制とは言えないなか、当協議会として不動産

業界の信用力の向上と、一般消費者の利益擁護に寄与するため各種事業を遂行

して参りました。 

 以下、事業活動について報告いたします。 

 

 

 

 



 

１． 研 修 事 業 

  

（１）全国会議への参加 

公正競争規約の全国統一的な運用を図ることを目的に、毎年定期的に開

催される「全国不動産公正取引協議会連合会幹事会」（平成２４年度は７月

5 日・6日山形市で開催）に出席して、情報の交換及び違反調査等事務処理

規程（案）、措置基準の検討並びに、公正競争規約運用上の諸問題等につい

て検討・研鑚を行いました。 

 

（２）「不動産公正取引協議会連合会第１０回通常総会」の開催 

平成２４年１１月１６日（金）名古屋市ウェスティンナゴヤキャッスル

において、不動産公正取引協議会連合会第１０回通常総会が開催され、全

国から関係官庁、関係団体、来賓をはじめ９３名ほどの出席者のもと、議

案も滞りなく承認され、午後５時終了しました。 

当協議会からは朝野会長、細井副会長、中村事務局長が出席しました。 

引続き懇親会が開催され盛会のうちに終了しました。 

  

（３）構成団体が実施する新入会員研修会への講師派遣 

    構成団体が実施する研修会への講師派遣の一環として、下記の通り講師と

して、外塚武四郎総務委員長が出向き北海道不動産公正取引協議会組織の概

要を講演し、表示規約等の普及啓発活動を行いました。 

    講 師 外塚 武四郎総務委員長 

      日 時 平成２４年１２月３日 

      対象者 北海道宅地建物取引業協会在札５支部 約６０名 

      内 容 北海道不動産公正取引協議会組織の概要について 

 

２．相 談 事 業 

 

（１）広告の事前相談業務の拡充 

会員事業者、賛助会員等からの広告の制作に係る事前相談等への積極的な

対応を図り、公正競争規約違反の未然防止と広告表示の適正化の推進に努め

ました。 

平成２４年度における相談の主な内容とその件数は、次のとおりです。 

 

・相 談 件 数 

                                 (件) 

 今年度（前年度） 表示関係 景品関係 増 減 

来所相談  ５０（７０）  ４９  1 △２０

電話相談 ２２０（２５９） １９０ ３０ △３９

合  計 ２７０（３２９） ２３９ ３１ △５９

    ※一般消費者からの相談及び関係官庁並びに構成団体相談所の相談を含む。 



 

・相談の主な内容 

                                 (件) 

相  談  内  容 今年度 前年比 

広告開始時期、予告広告  １３ △１

建築条件付宅地の表示方法  １５ △１０

公的融資等住宅ローンの表示   １ △１

価格表示（含む、二重価格表示、値引き表示、消費税等）  ４１ ７

特定用語、必要表示事項、品質等優良性強調、インターネ

ットの必要表示事項、入札、アンケート、看板等々 
１２０ △７９

景品類の価格の算定、提供できる景品の上限など景品類の

提供やオープン懸賞 
 ３１ △１０

そ の 他  ４９ ３５

合      計 ２７０ △５９

      

（２）構成団体の相談所の協力依頼 

構成団体（その地方支部を含む）の相談所の協力を得て、２７０件の広告

の相談業務を行い、公正競争規約違反の未然防止と広告表示の適正化を図り

ました。 

 

３．広報活動事業 

 

（１）広報誌の発行 

    平成２４年９月３日付において、北海道公取協の独自の広報誌「広報・公

取協」第６９号を発行しました。内容については、年間の活動内容に加え、

更に平成２４年５月３１日に改正された二重価格表示などの変更点及び解

説を詳しく載せました。 

 

（２）「不動産の公正競争規約」及び「不動産広告ハンドブック」の配布（販売） 

「不動産の公正競争規約」（平成２４年６月発行）は正会員には所属事業者

の人数分を渡し、賛助会員にも郵送しました。「不動産広告ハンドブック」

（改訂第３版平成２４年７月発行）は３００部程度であったことから正会員

の新規加盟会員と新規研修のテキストとして使うこととしました。残ってい

る冊子は購入希望者へ有料で販売する事としました。 

  

  （３）「不動産広告あらかると」の配布 

     「不動産広告あらかると」を研修資料として加盟事業者へその都度配布しま

した。 

 

（４）構成団体広報誌及び業界紙への記事掲載依頼 

      「宅建ほっかいどう」「全日ほっかいどう」「住宅産業新聞」などへ、「不

動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の変更」に関する情報を提

供し、記事掲載を依頼しました。 



 

 

（５）北海道不動産公正取引協議会の独自啓蒙パンフレット作成 

    昨年１２月に北海道不動産公正取引協議会の独自啓蒙パンフレットを初

めて作成し、所属会員団体を通して全会員に配布して、北海道不動産公正取

引協議会活動の普及啓発を行いました。 

 

４．調査指導普及事業 

 

（１） 不動産広告の収集・調査及び公正競争規約違反の是正指導・措置 

不動産広告の適正化を推進すると共に、過大な景品類の提供を防止し、 

公正な取引を確保するため、各種の不動産広告を収集して審査し、公正競争 

規約に違反する行為を行った会員事業者に対しては、所要の措置を講じ、改

善指導に努めました。 

平成２４年度における広告収集調査件数及び事件処理件数は、次のとおり

です。 

 

＜平成２４年度広告収集調査件数＞ 

 

媒       体 収 集 調 査 件 数（前年比増減）

  

新聞記事下広告案内 

 

新聞折込チラシ 

  

 

４，３２８（△８０４）

 

２，３６９（△７９６）

 

合       計 ６，６９７（△1，600）

 

＜平成２４年度事件処理件数＞ 

 

措置内容 措 置 事 業 者 数 

  表示規約 景品規約 計（前年比増減） 

事務局注意 ４ ０ ４（△３） 

注 意 ０ ０  ０ 

警 告 ０ ０ ０ 

厳 重 注 意 ０ ０ ０ 

違約金課徴 ０ ０ ０ 

合  計 ４ ０   ４(△３) 

 

     上記措置に至った違反の内容は、①広告表示の開始時期の制限（１件）②建

築条件付宅地分譲広告での建築条件内容の不表示及び二重価格表示（１件）、

チラシ発行者の免許番号非掲示、必要表示事項の欠落等（１件）、③おとり表

示（１件）、指導を主眼とした事務局注意とし、事案処理の効率化を図りまし

た。 



 

 

（２） 関係行政庁及び構成団体からの移送事案の処置 

道庁・各支庁、構成団体等から、会員事業者の違反広告に対する調査指導

の要請を受けた事案については、今年度はありませんでした。 

 

（３） 違反調査等事務処理規程の制定 

     平成２４年７月に開催された不動産公正取引協議会連合会幹事会において、

各地区協議会共通の「違反調査等事務処理規程」を作成することが決まり、作

成方法としては、首都圏不動産公取協の事務処理規程を基準として各地区の実

情を加味した規程とすることとしました。 

     当協議会では、平成２４年１１月８日に開催した第３回理事会で審議し、賛

成多数で承認し、制定しました。 

     なお、それらに伴う措置基準については、北海道地区のみ改正されておりま

せんので、２５年度に向け整備することとしました。 

 

（４） 各地区の調査員との密なる連係による調査の円滑推進 

構成団体に所属する会員の中から選任されている各地区の公正競争規約調

査員に対し、規約違反被疑広告の収集・調査の推進を図ることとしました。 

また、屋外広告物については官民の取り組みによって、違反が減少傾向に

あり、当協議会の活動もその一助になっていると思われます。 

 

（５） 新聞折込み広告物収集体制の拡充 

不動産表示に係る折込み広告を可能の限り多くの地域から収集するため、

札幌市内主要地域に広告物収集協力員４名を設置、その収集に努めました。 

 

（６） 関係官公庁等との連携強化 

不動産広告の適正化及び不動産業における取引の公正を確保するため、消

費者庁表示対策課並びに道内の景品表示法・宅建業法所管の官庁をはじめ、

不動産公正取引協議会連合会及び他地区の不動産公正取引協議会及び社団法

人全国公正取引協議会連合会との連絡を密にして、業務の円滑な遂行を図り

ました。 


